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平成２５年度２級・３級販売士資格更新のご案内 

 

 

販売士制度は、変化の激しい小売・流通業界の第一線で活躍し続けていただくため、販売士

としての資質の維持・向上を目的に５年ごとの資格更新制度を設けております。 

資格の有効期限が平成２６年３月３１日の方は、所定の資格更新手続きを行うことが必要で

す。 

つきましては、資格更新手続きに関して下記のとおりご案内いたしますのでご確認ください。 

なお、有効期限内（更新手続き受付期間内）に資格更新手続きを行わなかった場合、販売士

資格は失効いたしますのでご注意ください（但し、有効期限終了後１年以内に限り、猶予期間

として更新手続きを受付けております。その際の更新手数料は３，０００円となりますのでご

了承ください）。 

 

記 

 

Ⅰ．更新対象者（資格の有効期限が平成２６年３月３１日の方） 

認定証（カード）に以下の証書番号が記載されている方 

【２級販売士】  

証 ６－２－第○○○○○号 

証１１－２－第○○○○○号 

証１６－２－第○○○○○号 

証２１－２－第○○○○○号 

証２６－２－第○○○○○号 

証３１－２－第○○○○○号 

証３６－２－第○○○○○号 

【３級販売士】  

証 １－３－第○○○○○号 

証 ６－３－第○○○○○号 

証１２－３－第○○○○○号 

証３３－３－第○○○○○号 

証４２－３－第○○○○○号 

証４３－３－第○○○○○号 

証１３－３－第○○○○○号 証５２－３－第○○○○○号 

証２２－３－第○○○○○号 証５３－３－第○○○○○号 

証２３－３－第○○○○○号 証６２－３－第○○○○○号 

証３２－３－第○○○○○号 証６３－３－第○○○○○号 

    ※上記の「証６－２－第○○○○○号」は、第６回２級試験に合格した方の番号で
す。○○○○○には個別の５ケタの数字が入ります。 
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Ⅱ．資格更新の方法 

（１）資格更新講習会を受講する場合                          

① 資格更新講習会を受講・修了していただき、所定の資格更新手続きを行うことにより資

格を更新することができます。当所では、下記の日程で資格更新講習会を開催いたしま

すので、所定の手続きによりお申し込みくださいますようお願いいたします。 

   開催日時／平成２６年２月９日（日） 午後１時３０分～ 

        ３級：午後４時３０分まで ２級：午後６時３０分まで 

   会 場／野田商工会議所 大会議室 

        千葉県野田市中野台１６８－１ 欅のホール５階 

   受付期間／平成２５年１２月２日（月）～平成２６年１月１０日（金） 

   申込方法／窓口申込：野田商工会議所（土日・祝日・年末年始を除く午前８時３０分～午後５時３０分）  

        ネット申込：野田商工会議所ホームページ（http://www.nodacci.or.jp） 

   受 講 料／３級：４，０００円 ２級：５，０００円 

※講習会を受講された方は、当所にて更新手続きを行っていただきます。その為、新し 

い認定証の発行団体は野田商工会議所となりますので、予めご了承ください。 

② 資格更新講習会の全講義終了後、資格更新手数料（２，０００円）、資格更新申請書と

引き換えに、｢販売士資格更新証明書｣をお渡しいたします。 

 

（２）通信教育講座を受講する場合                            

① 資格更新講習会を受講せずに更新する場合、日本販売士協会が実施する資格更新通信教育

講座を受講・修了し、所定の資格更新手続きを行うことにより資格を更新することができ

ます。通信教育講座の内容や申込等の詳細につきましては、日本販売士協会までお問合せ

ください。 

級 受講料（税込） 教育機関名 

２級 ５，１００円 一般社団法人 日本販売士協会 

３級 ４，０８０円 ＴＥＬ：03-3518-0191 

 

② 通信教育講座修了後、当所（またはお近くの商工会議所）の窓口に、資格更新手数料（２，

０００円）、｢販売士資格更新通信教育講座修了証明書｣をお持ちいただき、資格更新手続

きを行ってください。 

更新手続き受付期間（野田）／平成２６年３月３１日（月）まで 

（土日・祝日・年末年始を除く午前８時３０分～午後５時３０分） 

※受付期間等につきましては、各商工会議所により異なりますので、事前にお問い合わ 

せください。 
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（３）上級資格を取得している場合                            

① 資格更新対象となる級より上位の級を取得しており、かつ該当上位級の資格が有効期限

内である方は、資格更新講習会や通信教育講座を受講・修了することなく、所定の資格

更新手続きを行うことにより資格を更新することができます。 

② 当所（またはお近くの商工会議所）の窓口に、資格更新手数料（２，０００円）、更新対

象級と上位級両方の「販売士認定証」をお持ちいただき、資格更新手続きを行ってくだ

さい。 

更新手続き受付期間（野田）／平成２６年３月３１日（月）まで 

（土日・祝日・年末年始を除く午前８時３０分～午後５時３０分） 

※受付期間等につきましては、各商工会議所により異なりますので、事前にお問い合わ 

せください。 

 

Ⅲ．新しい認定証の交付日 

平成２６年４月頃に郵送いたします。 

 

Ⅳ．販売士資格更新に関する問合せ先 

野田商工会議所 検定係 

野田市中野台１６８－１ ℡０４－７１２２－３５８５ 


